
つくば市建築物の敷地制限条例施行規則（平成15年つくば市規則第14号）新旧対照表

改正後 改正前

第１条・第２条 （略） 第１条・第２条 （略）

（敷地の規模の特例許可の申請） （敷地の規模の特例許可の申請）

第３条 条例第２条ただし書の規定により許可を受けようとする者は，敷地の規模 第３条 条例第２条ただし書の規定により許可を受けようとする者は，敷地の規模

の特例許可申請書（様式第１号）の正本及び副本に，それぞれ次に掲げる図書を の特例許可申請書（様式第１号） に，次に 掲げる図書を

添えて，市長に提出しなければならない。 添えて，市長に提出しなければならない。

(1)―(8) （略） (1)―(8) （略）

２ 市長は，条例第２条ただし書の規定による許可をしたときは，敷地の規模の特 ２ 市長は，条例第２条ただし書の規定による許可をしたときは，敷地の規模の特

例許可通知書（様式第２号）に前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて， 例許可通知書（様式第２号）により

申請者に通知するものとする。 申請者に通知するものとする。

（適用除外の敷地の認定の申請） （敷地認定の申請）

第４条 条例第４条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規定に 第４条 条例第４条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）の規定に

よる認定の申請は，適用除外の敷地認定申請書（様式第３号）の正本及び副本に， よる建築物の敷地の認定の申請書は，敷地認定申請書（様式第３号）に，次に掲

それぞれ次に掲げる図書を添えて行うものとする。 げる図書を添えたものとする。ただし，条例第２条ただし書の規定による許可を

受けた者は，次に掲げる図書の添付を省略することができる。

(1)―(6) （略） (1)―(6) （略）

２ 市長は，条例第４条第１項の規定による認定をしたときは，適用除外の敷地認 ２ 市長は，条例第４条第１項の規定による認定をしたときは，敷地認定通知書

定通知書（様式第４号）に前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて，申請 （様式第４号）により 申請

者に通知するものとする。 者に通知するものとする。

（敷地変更認定の申請）

第５条 条例第４条第２項（同条第３項において準用する場合を含む。）の規定に

よる敷地の変更の認定の申請書は，敷地変更認定申請書（様式第５号）に次に掲

げる図書を添えたものとする。

(1) 付近見取図

(2) 新旧の敷地平面図

(3) 新旧の敷地面積計算表又は地積測量図

(4) 土地の登記事項証明書

(5) 公図の写し



(6) その他市長が必要と認める図書

２ 市長は，条例第４条第２項の規定による敷地の変更の認定をしたときは，敷地

変更認定通知書（様式第６号）により申請者に通知するものとする。

（現地における必要な措置）

第６条 条例第４条第１項又は第２項（同条第３項において準用する場合を含む。）

の規定による認定の申請書を提出しようとする者は，杭の設置その他の方法によ

り，現地において当該申請に係る土地の区域が容易に確認できるようにしておか

なければならない。

（申請の取下届） （申請の取下届）

第５条 条例の規定により許可又は認定の申請をした者は，市長が当該許可又は認 第７条 条例の規定により許可又は認定の申請をした者は，市長が当該許可又は認

定をする前に当該申請を取り下げようとするときは，取下届（様式第５号） 定をする前に当該申請を取り下げようとするときは，敷地認定取下届（様式第７

を市長に提出しなければならない。 号）を市長に提出しなければならない。

（敷地台帳及び敷地図） （敷地台帳及び敷地図）

第６条 条例第５条の敷地台帳の様式は，様式第６号による。 第８条 条例第５条の敷地台帳の様式は，様式第８号による。

２ 条例第５条の敷地図には，許可され，及び 認定された敷地となる土地 ２ 条例第５条の敷地図は，縮尺500分の１の平面図に認定された敷地となる土地

の区域を明示するものとする。 の区域を明示するものとする。ただし，特別の事情がある場合は，この限りでな

い。

附則 （略） 附則 （略）

様式第１号―様式第６号 別紙のとおり 様式第１号―様式第８号 別紙のとおり


